
 

瀬戸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。  

平成２７年３月２７日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第７号  

瀬戸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年瀬戸市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（自己の都合による退職等の場合の退職手当の

基本額） 

（自己の都合による退職等の場合の退職手当の

基本額） 

第３条 次条又は第５条の規定に該当する場合を

除くほか、退職した者に対する退職手当の基本

額は、退職の日におけるその者の給料（これに

相当する給与を含む。以下同じ。）の月額（給

料が日額で定められている者については、退職

の日におけるその者の給料の日額の２１日分に

相当する額とし、職員が休職、停職、減給その

他の事由によりその給料の一部又は全部を支給

されない場合においては、これらの事由がない

と仮定した場合におけるその者の受けるべき給

料の月額とする。以下「退職日給料月額」とい

う。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分

して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

第３条 次条又は第５条の規定に該当する場合を

除くほか、退職した者に対する退職手当の基本

額は、退職の日におけるその者の給料（これに

相当する給与を含む。以下同じ。）の月額（給

料が日額で定められている者については、給料

の日額の２１日分に相当する額とし、職員が休

職、停職、減給その他の事由によりその給料の

一部又は全部を支給されない場合においては、

これらの事由がないと仮定した場合におけるそ

の者の受けるべき給料の月額とする。以下「給

料月額」という。）に、その者の勤続期間を次

の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗

じて得た額の合計額とする。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員

等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第

２ 前項に規定する者のうち、傷病（地方公務員

等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第



 

８４条第２項に規定する障害等級に該当する程

度の障害の状態にある傷病とする。この項、次

条第２項並びに第５条第１項及び第２項におい

て同じ。）又は死亡によらず、かつ、第１０条

第１１項に規定する認定を受けないで、その者

の都合により退職した者（第１５条第１項各号

に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第

２８条第１項第１号から第３号までの規定によ

る免職の処分を受けて退職した者を含む。以下

この項及び第７条の４第４項において「自己都

合等退職者」という。）に対する退職手当の基

本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる

者に該当するときは、前項の規定にかかわら

ず、同項の規定により計算した額に当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

８４条第２項に規定する障害等級に該当する程

度の障害の状態にある傷病とする。次条第２項

並びに第５条第１項及び第２項において同

じ。）又は死亡によらず、その者の都合により

退職した者（第１５条第１項各号に掲げる者を

含む。）に対する退職手当の基本額は、その者

が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項

の規定にかかわらず、同項の規定により計算し

た額に当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞  ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の

場合の退職手当の基本額） 

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の

場合の退職手当の基本額） 

第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続した者

であって、次に掲げるものに対する退職手当の

基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期

間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて

得た額の合計額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 地方公務員法第２８条の２第１項の規定に

第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退

職した者（地方公務員法第２８条の２第１項の

規定により退職した者（同法第２８条の３第１

項の期限又は同条第２項の規定により延長され

た期限の到来により退職した者を含む。）若し

くはこれに準ずる他の法令の規定により退職し

た者、法律の規定に基づく任期を終えて退職し

た者又はその者の非違によることなく勧奨を受

けて退職した者であって任命権者が市長の承認

を得たものに限る。）又は２５年未満の期間勤

続し、任命権者が市長の承認を得たものに対す

る退職手当の基本額は、退職の日におけるその

者の給料月額（以下「退職日給料月額」とい

う。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分

して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の

合計額とする。 

⑴ １年以上１０年以下の期間については、１



 

より退職した者（同法第２８条の３第１項の

期限又は同条第２項の規定により延長された

期限の到来により退職した者を含む。）又は

これに準ずる他の法令の規定により退職した

者 

年につき１００分の１２５ 

 ⑵ 法律の規定に基づく任期を終えて退職した 

  者 

 ⑵ １１年以上１５年以下の期間については、

１年につき１００分の１３７．５ 

 ⑶ その者の事情によらないで引き続いて勤続

することを困難とする理由により退職した者

で任命権者が市長の承認を得たもの 

 ⑶ １６年以上２４年以下の期間については、

１年につき１００分の２００ 

 ⑷ 第１０条第１１項に規定する認定（同条第

１項第１号に係るものに限る。）を受けて同

条第１６項第３号に規定する退職すべき期日

に退職した者 

 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区

分に応じた割合は、次のとおりとする。 

 

 ⑴ １年以上１０年以下の期間については、１

年につき１００分の１２５ 

 

 ⑵ １１年以上１５年以下の期間については、

１年につき１００分の１３７．５ 

 

 ⑶ １６年以上２４年以下の期間については、

１年につき１００分の２００ 

 

（２５年以上勤続後の定年退職等の場合の退職

手当の基本額） 

 （整理退職等の場合の退職手当の基本額） 

第５条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額

は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区

分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額

の合計額とする。 

第５条 定数の改廃若しくは予算の減少により廃

職若しくは過員を生ずることにより退職した者

であって任命権者が市長の承認を得たもの、公

務上の傷病若しくは死亡により退職した者又は

２５年以上勤続して退職した者(地方公務員法

第２８条の２第１項の規定により退職した者

（同法第２８条の３第１項の期限又は同条第２

項の規定により延長された期限の到来により退

職した者を含む。）若しくはこれに準ずる他の



 

法令の規定により退職した者、法律の規定に基

づく任期を終えて退職した者又はその者の非違

によることなく勧奨を受けて退職した者であっ

て任命権者が市長の承認を得たものに限る。)

に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額

に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、

当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額

とする。 

⑴ ２５年以上勤続し、地方公務員法第２８条

の２第１項の規定により退職した者（同法第

２８条の３第１項の期限又は同条第２項の規

定により延長された期限の到来により退職し

た者を含む。）又はこれに準ずる他の法令の

規定により退職した者 

 ⑴ １年以上１０年以下の期間については、１

年につき１００分の１５０ 

 ⑵ 地方公務員法第２８条第１項第４号の規定

による免職の処分を受けて退職した者 

⑵ １１年以上２５年以下の期間については、

１年につき１００分の１６５ 

⑶ 第１０条第１１項に規定する認定（同条第

１項第２号に係るものに限る。）を受けて同

条第１６項第３号に規定する退職すべき期日

に退職した者 

⑶ ２６年以上３４年以下の期間については、

１年につき１００分の１８０ 

⑷ 公務上の傷病又は死亡により退職した者 ⑷ ３５年以上の期間については、１年につき

１００分の１０５ 

 ⑸ ２５年以上勤続し、法律の規定に基づく任

期を終えて退職した者 

 

 ⑹ ２５年以上勤続し、その者の事情によらな

いで引き続いて勤続することを困難とする理

由により退職した者で任命権者が市長の承認

を得たもの 

 

 ⑺ ２５年以上勤続し、第１０条第１１項に規

定する認定（同条第１項第１号に係るものに

限る。）を受けて同条第１６項第３号に規定

する退職すべき期日に退職した者 

 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 第１項に規定する勤続期間の区分及び当該区  



 

分に応じた割合は、次のとおりとする。 

⑴ １年以上１０年以下の期間については、１

年につき１００分の１５０ 

 

 ⑵ １１年以上２５年以下の期間については、

１年につき１００分の１６５ 

 

 ⑶ ２６年以上３４年以下の期間については、

１年につき１００分の１８０ 

 

 ⑷ ３５年以上の期間については、１年につき

１００分の１０５ 

 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額

に係る特例） 

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額

に係る特例） 

第５条の３ 第４条第１項第４号及び第５条第１

項（第１号及び第５号を除く。）に規定する者

のうち、定年に達する日から６月前までに退職

した者であって、その勤続期間が２０年以上で

あり、かつ、その年齢が退職の日において定め

られているその者に係る定年から１５年を減じ

た年齢以上であるものに対する第４条第１項、

第５条第１項及び前条第１項の規定の適用につ

いては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

第５条の３ 第５条第１項に規定する者（２５年

以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて

退職した者を除く。）のうち、定年に達する日

から６月前までに退職した者であって、その勤

続期間が２５年以上であり、かつ、その年齢が

退職の日において定められているその者に係る

定年から１０年を減じた年齢以上であるものに

対する同項及び前条第１項の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。 

読み替

える規

定 

読み替

えられ

る字句 

読み替える字句 

第４条

第１項

及び第

５条第

１項 

退職日

給料月

額 

 

退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の３（退

職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との

読み替

える規

定 

読み替

えられ

る字句 

読み替える字句 

第５条

第１項 

退職日

給料月

額 

 

退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗

じて得た額の合計額 

 

 



 

差に相当する年数が１年であ

る職員にあっては、１００分

の２）を乗じて得た額の合計

額 

第５条

の２第

１項第

１号 

及び特

定減額

前給料

月額 

並びに特定減額前給料月額及

び特定減額前給料月額に退職

の日において定められている

その者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差

に相当する年数１年につき１

００分の３（退職の日におい

て定められているその者に係

る定年と退職の日におけるそ

の者の年齢との差に相当する

年数が１年である職員にあっ

ては、１００分の２）を乗じ

て得た額の合計額 

第５条

の２第

１項第

２号 

退職日

給料月

額に、 

退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の３（退

職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との

差に相当する年数が１年であ

る職員にあっては、１００分

の２）を乗じて得た額の合計

額に、 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

 

 

 

 

第５条

の２第

１項第

１号 

及び特

定減額

前給料

月額 

並びに特定減額前給料月額及

び特定減額前給料月額に退職

の日において定められている

その者に係る定年と退職の日

におけるその者の年齢との差

に相当する年数１年につき１

００分の２を乗じて得た額の

合計額 

 

 

 

 

 

第５条

の２第

１項第

２号 

退職日

給料月

額に、 

退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗

じて得た額の合計額に、 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

（退職の理由の記録）  （勧奨の要件） 

第６条の２ 任命権者は、第４条第１項第３号及

び第５条第１項第６号に掲げる者の退職の理由

について、市長の定めるところにより、記録を

第６条の２ 勧奨を受けて退職した者に係る当該

勧奨は、その事実について、市長の定めるとこ

ろにより、記録が作成されたものでなければな



 

作成しなければならない。 らない。 

第７条の３ 第５条の３に規定する者に対する前

２条の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

第７条の３ 第５条の３に規定する者に対する前

２条の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

読み替

える規

定 

読み替

えられ

る字句 

読み替える字句 

第７条 ＜省略＞ ＜省略＞ 

退職日

給料月

額 

退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の３（退

職の日において定められてい

るその者に係る定年と退職の

日におけるその者の年齢との

差に相当する年数が１年であ

る職員にあっては、１００分

の２）を乗じて得た額の合計

額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

第７条

の２第

１号 

特定減

額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定

減額前給料月額に退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分

の３（退職の日において定め

られているその者に係る定年

と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数が

読み替

える規

定 

読み替

えられ

る字句 

読み替える字句 

第７条 ＜省略＞ ＜省略＞ 

退職日

給料月

額 

退職日給料月額及び退職日給

料月額に退職の日において定

められているその者に係る定

年と退職の日におけるその者

の年齢との差に相当する年数

１年につき１００分の２を乗

じて得た額の合計額 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

第７条

の２第

１号 

特定減

額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定

減額前給料月額に退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分

の２を乗じて得た額の合計額 

 

 

 



 

１年である職員にあっては、

１００分の２）を乗じて得た

額の合計額 

第７条

の２第

２号 

特定減

額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定

減額前給料月額に退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分

の３（退職の日において定め

られているその者に係る定年

と退職の日におけるその者の

年齢との差に相当する年数が

１年である職員にあっては、

１００分の２）を乗じて得た

額の合計額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

及び退

職日給

料月額 

並びに退職日給料月額及び退

職日給料月額に退職の日にお

いて定められているその者に

係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当す

る年数１年につき１００分の

３（退職の日において定めら

れているその者に係る定年と

退職の日におけるその者の年

齢との差に相当する年数が１

年である職員にあっては、１

００分の２）を乗じて得た額

の合計額 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

 

 

 

第７条

の２第

２号 

特定減

額前給

料月額 

特定減額前給料月額及び特定

減額前給料月額に退職の日に

おいて定められているその者

に係る定年と退職の日におけ

るその者の年齢との差に相当

する年数１年につき１００分

の２を乗じて得た額の合計額 

 

 

 

 

 

 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

 及び退

職日給

料月額 

並びに退職日給料月額及び退

職日給料月額に退職の日にお

いて定められているその者に

係る定年と退職の日における

その者の年齢との差に相当す

る年数１年につき１００分の

２を乗じて得た額の合計額 

 

 

 

 

 

 

  ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

（退職手当の調整額）  （退職手当の調整額） 

第７条の４ 退職した者に対する退職手当の調整

額は、その者の基礎在職期間（第５条の２第２

項に規定する基礎在職期間をいう。以下同

第７条の４ 退職した者に対する退職手当の調整

額は、その者の基礎在職期間（第５条の２第２

項に規定する基礎在職期間をいう。以下同



 

じ。）の初日の属する月からその者の基礎在職

期間の末日の属する月までの各月（地方公務員

法第２７条及び第２８条の規定による休職（公

務上の傷病による休職及び通勤による傷病によ

る休職を除く。）、地方公務員法第２９条の規

定による停職その他これらに準ずる事由により

現実に職務に従事することを要しない期間のあ

る月（現実に職務に従事することを要する日の

あった月を除く。以下「休職月等」という。）

のうち市長が定めるものを除く。）ごとに当該

各月にその者が属していた次の各号に掲げる職

員の区分に応じて当該各号に定める額（以下

「調整月額」という。）のうちその額が最も多

いものから順次その順位を付し、その第１順位

から第６０順位までの調整月額（当該各月の月

数が６０月に満たない場合には、当該各月の調

整月額）を合計した額とする。 

じ。）の初日の属する月からその者の基礎在職

期間の末日の属する月までの各月（地方公務員

法第２７条及び第２８条の規定による休職（公

務上の傷病による休職及び通勤による傷病によ

る休職を除く。）、地方公務員法第２９条の規

定による停職その他これらに準ずる事由により

現実に職務に従事することを要しない期間のあ

る月（現実に職務に従事することを要する日の

あった月を除く。以下「休職月等」という。）

のうち市長が定めるものを除く。）ごとに当該

各月にその者が属していた次の各号に掲げる職

員の区分に応じて当該各号に定める額（以下

「調整月額」という。）のうちその額が最も多

いものから順次その順位を付し、その第１順位

から第６０順位までの調整月額（当該各月の月

数が６０月に満たない場合には、当該各月の調

整月額）を合計した額とする。 

 ⑴ 第１号区分 ５万９，５５０円  ⑴ 第１号区分 ４万５，８５０円 

 ⑵ 第２号区分 ５万４，１５０円  ⑵ 第２号区分 ４万１，７００円 

 ⑶ 第３号区分 ４万３，３５０円  ⑶ 第３号区分 ３万３，３５０円 

 ⑷ 第４号区分 ３万２，５００円  ⑷ 第４号区分 ２万５，０００円 

 ⑸ 第５号区分 ２万７，１００円  ⑸ 第５号区分 ２万８５０円 

 ⑹ 第６号区分 ２万１，７００円  ⑹ 第６号区分 １万６，７００円 

 ⑺ ＜省略＞  ⑺ ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整

額は、第１項の規定にかかわらず、当該各号に

定める額とする。 

  

 

 

 

 

 

４ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整

額は、第１項の規定にかかわらず、当該各号に

定める額とする。 

 ⑴ 退職した者のうち自己都合退職者（第３条

第２項に規定する傷病又は死亡によらずにそ

の者の都合により退職した者をいう。以下こ

の項において同じ。）以外のものでその勤続

期間が５年以上２４年以下のもの 第１項第

１号から第５号まで又は第７号に掲げる職員



 

 

 

 

 ⑴ 退職した者のうち自己都合等退職者以外の

ものでその勤続期間が１年以上４年以下のも

の 第１項の規定により計算した額の２分の

１に相当する額 

 ⑵ 退職した者のうち自己都合等退職者以外の

ものでその勤続期間が０のもの ０ 

の区分にあっては当該各号に定める額、同項

第６号に掲げる職員の区分にあっては０とし

て、同項の規定を適用して計算した額 

 ⑵ 退職した者のうち自己都合退職者以外のも

のでその勤続期間が１年以上４年以下のもの 

   前号の規定により計算した額の２分の１に

相当する額 

 ⑶ 退職した者のうち自己都合退職者以外のも

のでその勤続期間が０のもの ０ 

 ⑶ 自己都合等退職者でその勤続期間が１０年

以上２４年以下のもの 第１項の規定により

計算した額の２分の１に相当する額 

 ⑷ 自己都合退職者でその勤続期間が１０年以

上２４年以下のもの 第１号の規定により計

算した額の２分の１に相当する額 

 ⑷ 自己都合等退職者でその勤続期間が９年以

下のもの ０ 

 ⑸ 自己都合退職者でその勤続期間が９年以下

のもの ０ 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

（定年前に退職する意思を有する職員の募集

等） 

 

第１０条 任命権者は、定年前に退職する意思を

有する職員の募集であって、次に掲げるものを

行うことができる。 

第１０条 削除 

⑴ 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目

的とし、定年から１５年を減じた年齢以上の

年齢である職員を対象として行う募集 

 

⑵ 職制の改廃又は勤務公所の移転を円滑に実

施することを目的とし、当該職制又は勤務公

所に属する職員を対象として行う募集 

 

２  任命権者は、前項の規定による募集（以下

この条において単に「募集」という。）を行う

に当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要

な事項を記載した要項（以下この条において

「募集実施要項」という。）を当該募集の対象

となるべき職員に周知しなければならない。  

⑴ 前項各号の別 

⑵ 第１１項の規定により認定を受けた場合に

 



 

退職すべき期日又は期間 

⑶ 募集をする人数  

⑷ 募集の期間  

⑸ 募集の対象となるべき職員の範囲 

⑹ 募集実施要項の内容を周知させるための説

明会を開催する予定があるときは、その旨 

 

⑺ 第９項の規定による応募（以下この条にお

いて単に「応募」という。）又は、応募の取

下げに係る手続 

 

⑻ 第１２項の規定による通知の予定時期 

⑼ 第７項に規定する時点で募集の期間が満了

するものとするときは、その旨及び同項に規

定する応募上限数 

⑽ 募集に関する問合せを受けるための連絡先 

⑾ その他市長の定める事項 

 

３ 任命権者は、募集実施要項に前項第５号に掲

げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に

含まれる職員の数が募集をする人数に１を加え

た人数以上となるようにしなければならない。

ただし、第１項第２号に掲げる募集を行う場合

は、この限りでない。 

４ 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記

載するときは、その開始及び終了の年月日時を

明らかにしてしなければならない。 

 

５ 任命権者は、募集の目的を達成するため必要

があると認めるときは、募集の期間を延長する

ことができる。 

 

６ 任命権者は、前項の規定により募集の期間を

延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の

募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象

となるべき職員に周知しなければならない。 

 

７ 任命権者が募集実施要項に募集の期間の終了

の年月日時が到来するまでに応募をした職員の

数が募集をする人数以上の一定数（以下この項

 



 

において「応募上限数」という。）に達した時

点で募集の期間は満了するものとする旨及び応

募上限数を記載している場合には、応募をした

職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期

間は満了するものとする。 

８ 任命権者は、前項の規定により募集の期間が

満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の

対象となるべき職員に周知しなければならな

い。 

９  次に掲げる者以外の職員は、市長の定める

ところにより、募集の期間中いつでも応募し、

第１６項第３号に規定する退職すべき期日が到

来するまでの間いつでも応募の取下げを行うこ

とができる。 

 

 ⑴ 第２条第２項の規定により職員とみなされ

る者 

 

⑵ 臨時的に任用される職員その他の法律によ

り任期を定めて任用される者 

 

⑶ 第２項に規定する退職すべき期日又は同項

に規定する退職すべき期間の末日が到来する

までに定年に達する者 

 

⑷ 地方公務員法第２９条の規定による懲戒処

分（故意又は重大な過失によらないで管理又

は監督に係る職務を怠った場合における懲戒

処分を除く。）又はこれに準ずる処分を募集

の開始の日において受けている者又は募集の

期間中に受けた者 

 

１０ 前項の規定による応募又は応募の取下げは

職員の自発的な意思に委ねられるものであっ

て、任命権者は職員に対しこれらを強制しては

ならない。  

１１  任命権者は、応募をした職員（以下この

条において「応募者」という。）について、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募

 



 

による退職が予定されている職員である旨の認

定（以下この条において単に「認定」とい

う。）をするものとする。ただし、次の各号の

いずれにも該当しない応募者の数が第２項に規

定する募集をする人数を超える場合であって、

あらかじめ、当該場合において認定をする者の

数を当該募集をする人数の範囲内に制限するた

めに必要な方法を定め、募集実施要項と併せて

周知していたときは、任命権者は、当該方法に

従い、当該募集をする人数を超える分の応募者

について認定をしないことができる。 

⑴ 応募が募集実施要項又は第９項の規定に適

合しない場合 

 

⑵ 応募者が応募をした後地方公務員法第２９

条の規定による懲戒処分（第９項第４号に規

定する故意又は重大な過失によらないで管理

又は監督に係る職務を怠った場合における懲

戒処分を除く。）又はこれに準ずる処分を受

けた場合 

 

⑶ 応募者が前号に規定する処分を受けるべき

行為（在職期間中の応募者の非違に当たる行

為であって、その非違の内容及び程度に照ら

して当該処分に値することが明らかなものを

いう。）をしたことを疑うに足りる相当な理

由がある場合その他応募者に対し認定を行う

ことが公務に対する信頼を確保する上で支障

を生ずると認める場合 

 

⑷ 応募者を引き続き職務に従事させることが

公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人

事管理を計画的に推進するために特に必要で

あると認める場合 

 

１２ 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決

定をしたときは、遅滞なく、市長の定めるとこ

ろにより、その旨（認定をしない旨の決定をし

た場合においてはその理由を含む。）を応募者

 



 

に書面により通知するものとする。  

１３ 任命権者が募集実施要項において退職すべ

き期間を記載した場合には、認定を行った後遅

滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職す

べき期日を定め、市長の定めるところにより、

前項の規定により認定をした旨を通知した応募

者に当該期日を書面により通知するものとす

る。 

１４ 任命権者は、認定を行った後に生じた事情

に鑑み、認定を受けた職員（以下この項及び次

項において「認定応募者」という。）が第１６

項第３号に規定する退職すべき期日（以下この

項及び次項において「退職すべき期日」とい

う。）に退職することにより公務の効率的運営

の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認め

る場合において、当該認定応募者にその旨及び

その理由を明示し、市長の定めるところによ

り、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについ

て当該認定応募者の書面による同意を得たとき

は、公務の能率的運営を確保するために必要な

限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は、繰

り下げることができる。 

１５ 任命権者は、前項の規定により退職すべき

期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直

ちに、市長の定めるところにより、新たに定め

た退職すべき期日を当該認定応募者に書面によ

り通知しなければならない。 

 

１６ 認定を受けた応募者が次の各号のいずれか

に該当するときは、認定は、その効力を失う。 

⑴ 第１５条第１項各号のいずれかに該当する

に至ったとき。 

 

⑵ 第２２条第１項又は第２項の規定により退

職手当を支給しない場合に該当するに至った

とき。 

 

⑶ 募集実施要項に記載された退職すべき期日  



 

若しくは第１３項及び前項の規定により応募

者に通知された退職すべき期日が到来するま

でに退職し、又はこれらの期日に退職しなか

ったとき（前２号に掲げるときを除く。）。 

⑷ 地方公務員法第２９条の規定による懲戒処

分（懲戒免職の処分及び第９項第４号に規定

する故意又は重大な過失によらないで管理又

は監督に係る職務を怠った場合における懲戒

処分を除く。）又はこれに準ずる処分を受け

たとき。 

 

⑸ 第９項の規定により応募を取り下げたと

き。 

 

１７  任命権者は、この条の規定による募集及

び認定について、市長の定めるところにより、

募集実施要項（第１１項に規定する方法を周知

した場合にあっては当該方法を含む。）及び認

定を受けた応募者の数を公表しなければならな

い。 

 

（失業者の退職手当） 

第１３条 ＜省略＞ 

 （失業者の退職手当） 

第１３条 ＜省略＞ 

２ 前項第２号の基準勤続期間とは、職員として

の勤続期間をいう。この場合において、当該勤

続期間に係る職員となった日前に職員又は職員

以外の者で職員について定められている勤務時

間以上勤務した日が１８日以上ある月が１月以

上あるもの（季節的業務に４月以内の期間を定

めて雇用され、又は季節的に４月以内の期間を

定めて雇用されていた者にあっては、引き続き

当該所定の期間を超えて勤務したものに限

る。）であった者（以下この項において「職員

等」という。）であったことがあるものについ

ては、当該職員等であった期間を含むものと

し、当該勤続期間又は当該職員等であった期間

に次の各号に掲げる期間が含まれているとき

は、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期

２ 前項第２号の基準勤続期間とは、職員として

の勤続期間をいう。この場合において、当該勤

続期間に係る職員となった日前に職員又は職員

以外の者で職員について定められている勤務時

間以上勤務した日が１８日以上ある月が１月以

上あるもの（季節的業務に４月以内の期間を定

めて雇用され、又は季節的に４月以内の期間を

定めて雇用されていた者にあっては、引き続き

当該所定の期間を超えて勤務したものに限

る。）であった者（以下この項において「職員

等」という。）であったことがあるものについ

ては、当該職員等であった期間を含むものと

し、当該勤続期間又は当該職員等であった期間

に次の各号に掲げる期間が含まれているとき

は、当該各号に掲げる期間に該当するすべての



 

間を除く。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

期間を除く。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

３から１７まで ＜省略＞ ３から１７まで ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 


